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○ パーキング・メーター作動又はパーキング・チケット発給手数料の収納事務委託に伴う

告示（交通規制課） 

○ 県道川越栗橋線の供用の開始（北本県土整備事務所） 

○ 県道川越入間線の供用の開始（川越県土整備事務所） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
え
じ
そ
ん
く
ら
ぶ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

髙
山 

恵
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
入
間
市
豊
岡
一
丁
目
一
番
一
号
ダ
イ
ヤ
パ
レ
ス
Ｕ
ア
リ
ー
ナ
九
百
二
十
四
号
室 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
（
以
下
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）
を
持
つ
人
々
そ
し
て
共
に 

 

悩
む
家
族
、
教
師
、
専
門
家
達
と
協
力
し
、
そ
の
正
し
い
理
解
の
促
進
と
自
立
へ
の
道
を
支
援 

 

し
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
を
障
害
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
の
で
は
な
く
、
豊
か
な
個
性
の
一
つ
と 

 

し
て
長
所
を
伸
ば
し
、
弱
点
を
克
服
で
き
る
よ
う
応
援
す
る
。
さ
ら
に
当
事
者
だ
け
で
な
く
、 

 

広
く
社
会
全
般
が
、
相
互
を
受
け
入
れ
、
理
解
し
合
え
る
環
境
を
作
る
た
め
に
必
要
な
Ａ
Ｄ
Ｈ 

 

Ｄ
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
各
分
野
の
専
門
家
と
の
連
携
体
制
作
り
を
目
指
し
、
も
っ
て
社 

 

会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



 

１ 購入等件名及び数量 

  平成27年度大気汚染常時監視システム開発業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県環境部大気環境課企画・監視担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目

15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成27年７月９日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目19番２号 

５ 落札金額 

  45,252,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成27年５月29日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
号 

 
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
第
四
十
四
回
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

試
験
期
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー
中
会
議
室 

三 

受
験
手
続 

 

イ 

受
験
願
書
の
入
手
方
法 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
、
各
環
境
管
理
事
務
所
並
び
に
各
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
及 

 

 
 

び
同
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
（
火
）
か
ら
配
布
す
る
。 

 

ロ 

申
込
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
（
火
）
か
ら
九
月
十
五
日
（
火
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
） 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県 

 

環
境
部
み
ど
り
自
然
課 

 
 

五 

試
験
手
数
料 

 
 

八
千
円
に
相
当
す
る
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。 

六 

試
験
科
目 

 

イ 

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。
） 

 

ロ 

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理
に
伴
っ 

 
 

 
 

て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
）
の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措 

 
 

置
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項 



九
月
二
十
六
日
か
ら
翌
年
五
月
十
日
ま
で 

六
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
二
十
五
日
ま
で 

六
月
十
六
日
か
ら
六
月
二
十
五
日
ま
で 

五
月
十
一
日
か
ら
六
月
十
五
日
ま
で 

取 
 

水 
 

期 
 

間 

一
・
五
五
二 

一
三
・
二
九
七 

一
六
・
八
七
五 

四
・
五
九
一 

最
大
取
水
量
（
単
位 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
秒
） 

 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号 

 
六
堰
頭
首
工
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

六
堰
頭
首
工
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

六
堰
頭
首
工
管
理
規
程
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
五
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

        

第
十
条
中
「
開
い
た
ゲ
ー
ト
の
順
序
と
逆
の
順
序
に
よ
っ
て
」
を
「
流
水
を
安
全
に
流
下
さ
せ

る
よ
う
適
正
に
ゲ
ー
ト
を
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
号
中
「
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
」
を
「
東
京
発
電
株
式
会
社
埼
玉
事
業
所
長
」

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
大
里
用
水
路
土
地
改
良
区
連
合
理
事
長
」
を
「
大
里
用
水
土
地
改
良

区
理
事
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
号
中
「
注
意
報
又
は
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
」
を
「
警
報
が
発
せ
ら
れ
、
洪

水
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
埼
玉
県
発
電
総
合
事
務
所
」

を
「
東
京
発
電
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 

寄
居
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
五
中
央
通
り
線 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

追
加
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

寄
居
町
大
字
寄
居
字
大
正
寺
の
一
部 

 

ロ 

削
除
す
る
土
地
の
区
域 

 

寄
居
町
大
字
寄
居
字
大
正
寺
、
字
栄
町
の
一
部 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
寄
居
町
都
市
計
画
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
ま
で 

 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
四
号
）
別
表
第
七
号
の
表
第
一
号
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ

ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料
の
収
納
事
務
を
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

住
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
五
丁
目
十
七
番
五
号 

二 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｄ
セ
キ
ュ
リ
Ａ 

 
 

代
表
取
締
役 

菅
野 

義
明 

 



告

示 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

久
保
田 

浩 

二 

 
 

 
 

 
 



 

川
越
栗
橋
線 

路 

線 

名 

 
桶
川
市
大
字
川
田
谷
字
稲
荷
二
六
五
六

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
川
田
谷
字
稲

荷
二
八
一
九
番
二
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日
付
け
埼

玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第

一
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供

用
開
始
で
あ
る
。
延
長
一
七
三
・
〇
〇
メ

ー
ト
ル 

備 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ 

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

飯 

塚 
 

 

孝 



 

   

川
越
入
間
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

狭
山
市
大
字
堀
兼
字
平
野
一
番
地
先
か
ら
同

市
大
字
堀
兼
字
平
野
三
七
番
二
地
先
ま
で
（
た

だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

交
通
安
全
対
策
事
業
に
よ
る
。 

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
埼
玉
県
川

越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

で
告
示
し
た
道
路
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。 

 

延
長
六
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル 

  

備 

 

考 
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